
                －1－ 

役員報酬規程  

社団法人 外航船員医療事業団  

                   〔昭和 56 年８月１日制定〕  

                   〔平成元年４月１日改定〕  

                   〔平成３年４月１日改定〕  

                   〔平成 10 年７月１日改定〕  

 

（総 則）  

第  １  条  定款第１７条のただし書にもとづき、常勤の役員に支給す

る報酬はこの規程の定めるところによる。  

（報酬の種類）  

第  ２  条  常勤役員の報酬は、月額報酬、通勤手当及び期末手当とす

る。  

（報酬の計算と支給日）  

第  ３  条  月額報酬の計算期間は、毎月１日から月末までとし、支給

日は毎月２５日とする。ただし、支給日が土曜日または休日に当たる

ときは、その前日とする。  

（月額報酬）  

第  ４  条  月額報酬は、次の通りとする。  

        専務理事  月額 ５００，０００円  

        常務理事  月額 ４００，０００円  

（通勤手当）  

第  ５  条  日常の通勤に要する費用に代えて、通勤期間３ヵ月ないし

６ヵ月の定期券を支給する。  

（期末手当）  

第  ６  条  期末手当は、夏期及び年末に別に定めるところにより支給

する。  

（日割り計算等）  

第  ７  条  月額報酬は、新任、退職、増減報酬ともすべて発令の当日

より起算し、報酬はその月の実日数による日割り計算とする。ただし、

退職及び死亡の場合は、その月の出勤日数が１１日以上の場合は全額、
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１０日以下の場合は半月分を支給する。  

（無届欠勤者の月額報酬）  

第  ８  条  職員就業規則第１５条の規定に準じ、無届欠勤については

１日につき月額報酬の１００分の２を差し引く。  

（長期欠勤者の月額報酬）  

第  ９  条  傷病による欠勤者の月額報酬は、下記により支給する。  

 

欠勤開始時までの  

勤務期間  
全額支給  ８割支給  

３年未満  

３年以上  

０  

最初の３ヵ月  

６ヵ月  

３ヵ月  

  

 

 

 

 

 

附  則  

 この規程は、昭和５６年８月１日から適用する。  

 

附  則  

 この規程は、平成元年４月１日から適用する。  

 

附  則  

 この規程は、平成３年４月１日から適用する。  

 

附  則  

 この規程は、平成１０年７月１日から適用する。  
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参考資料  

昭和５６年８月１日  専務理事  月額報酬 ５００，０００円  

           常務理事   〃   ４００，０００円  

           （設立以来、８年間据え置く。）  

 

平成元年４月１日   専務理事  月額報酬 ５５０，０００円  

           常務理事   〃   ４４０，０００円  

           （それぞれ１０％アップした。）  

 

平成３年４月１日   専務理事  月額報酬 ５９０，０００円  

           常務理事   〃   ４８０，０００円  

           （それぞれ４０，０００円定額アップした。）  

 

平成１０年７月１日  専務理事  月額報酬 ５００，０００円  

           常務理事   〃   ４００，０００円  

           （設立当時の月額報酬に戻した。）  

 


